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Ⅰ 学校運営 

１ 児童・生徒の就学状況 

 
 学齢児童・生徒の小・中学校への就学は、学校教育法により義務教育とされていて、その事務は区の教

育委員会が行っています。令和 6 年度は区立の小学校は 22 校、中学校は 9 校を設置しています。令和 7

年度に第七中学校と第九中学校、第八中学校と第十一中学校を統合して、目黒南中学校と目黒西中学校を

開校したため、中学校は7校の設置となっています（巻末資料「区立学校一覧」を参照）。 

就学すべき学校は、通学区域に関する規則に従って、児童・生徒の住所により指定しています。なお、

児童・生徒が健康上の理由や家庭の事情等で指定校以外の学校へ就学しようとする場合には、保護者から

の申し出により、教育委員会が相当と認めるときには変更することもあります。 

 また、教育委員会では、平成 15 年 4 月に区立中学校へ入学する新一年生から｢隣接中学校希望入学制

度｣を、平成17年 4月に区立小学校へ入学する新一年生から「隣接小学校希望入学制度」を導入しました。

なお、「隣接小学校希望入学制度」については、これまでの隣接学校希望入学制度の実施結果、児童・生徒

数や学級数の将来推計及び平成29年度に実施したアンケート調査等を総合的に判断し、平成31年 4月入

学から当面の間「休止」することとしました。 

 

小・中学校 児童・生徒数、教員数                       

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校 通常の学級 学校別・学年別、児童数、学級数            （令和6年 5月 1日現在） 

小学校名 
児 童 数 学  級  数 

1年 2年 3年 4年 5年 6年 計 1年 2年 3年 4年 5年 6年 計 

八  雲 74 79 62 64 70 56 405 3 3 2 2 2 2 14 

菅  刈 62 52 54 54 51 49 322 2 2 2 2 2 2 12 

下目黒 66 88 95 73 90 83 495 2 3 3 3 3 3 17 

碑 108 105 102 92 99 95 601 4 3 3 3 3 3 19 

中目黒 80 74 85 86 115 69 509 3 3 3 3 4 2 18 

油  面 60 99 74 88 88 86 495 2 3 3 3 3 3 17 

大岡山 111 122 109 130 127 123 722 4 4 4 4 4 4 24 

烏  森 55 52 57 81 63 61 369 2 2 2 3 2 2 13 

向  原 39 45 52 48 52 46 282 2 2 2 2 2 2 12 

五本木 51 51 57 68 59 67 353 2 2 2 2 2 2 12 

鷹  番 67 74 62 70 72 52 397 2 3 2 2 3 2 14 

田  道 54 72 63 78 56 78 401 2 3 2 3 2 2 14 

月光原 61 63 53 64 59 62 362 2 2 2 2 2 2 12 

駒  場 50 41 59 75 63 62 350 2 2 2 3 2 2 13 

緑ヶ丘 28 36 35 43 33 35 210 1 2 1 2 1 1 8 

原  町 60 52 51 70 47 47 327 2 2 2 2 2 2 12 

不  動 105 109 140 129 122 106 711 3 4 4 4 4 3 22 

上目黒 48 45 48 52 55 48 296 2 2 2 2 2 2 12 

東  根 108 128 100 126 127 107 696 4 4 3 4 4 3 22 

中  根 70 54 68 64 56 50 362 2 2 2 2 2 2 12 

宮  前 64 43 53 56 52 53 321 2 2 2 2 2 2 12 

東  山 165 184 179 178 156 184 1046 5 6 6 6 5 5 33 

合  計 1,586 1,668 1,658 1,789 1,712 1,619 10,032 55 61 56 61 58 53 344 

  
小  学  校 中  学  校 

児童数 指数 教員数 指数 生徒数 指数 教員数 指数 

令和 2 9,990  100.0  534  100.0  2,754  100.0  195  100.0  

     3 10,231  102.4  547  102.4  2,787  101.2  205  105.1  

     4 10,232  102.4  552  103.4  2,835  102.9  200  102.6  

     5 10,167  101.8  556  104.1  2,830  102.8  200  102.6  

     6 10,152  101.6  560  104.9  2,857  103.7  208  106.7  

(各年度5月 1日現在） 
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中学校 通常の学級 学校別・学年別、生徒数、学級数 （令和6年 5月 1日現在） 

中学校名 
生  徒  数 学  級  数 

1年 2年 3 年 計 1年 2年 3年 計 

第  一 55 71 63 189 2 2 2 6 

第  七 92 78 63 233 3 2 2 7 

第  八 74 69 56 199 3 2 2 7 

第  九 47 50 62 159 2 2 2 6 

第  十 141 138 140 419 4 4 4 12 

第十一 31 47 67 145 1 2 2 5 

東  山 130 109 125 364 4 3 4 11 

目黒中央 147 215 212 574 5 6 6 17 

大 鳥 182 169 166 517 5 5 5 15 

合 計 899 946 954 2,799 29 28 29 86 

 

隣接中学校希望入学制度実施結果                     （令和7年4月7日現在） 

【注】目黒中央中学校及び大鳥中学校については、2月以降、学区域内の入学状況等を踏まえて可能な範

囲で受け入れを行うこととし、申込段階では目黒中央中学校は 25～35 人、大鳥中学校は 5 人程度の受

入人数としていました。 

※目黒中央中学校及び大鳥中学校は、国・都・私立中入学者による辞退者を考慮しても定員を超えること

が予想されたため、抽選を実施しました。 

※ ｢辞退等」の人数には、「希望校の調整区域に居住している方」及び「令和 7 年度に兄又は姉が希望校

に通学している方」を含みます。 

 

＊対象者数 2,022人＜令和6年 9月 1日現在の小学6年生の人数＞ 

＊申込者数   187人＜申込率  9.25%（申込者数／対象者数）＞ 

＊最終人数   82人＜申込率  4.06%（最終人数／対象者数）＞ 

 

小学校特別支援学級 学級別・学年別、児童数、学級数          （令和6年 5月 1日現在） 

設置校名 障害種別 
児 童 数 

学級数 
1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 計 

八雲小（3 くみ） 知的障害 4 5 5 6 4 4 28 4 

菅刈小（あすなろ学級） 知的障害 5 5 5 6 3 5 29 4 

碑小（4 くみ） 知的障害 9 4 4 4 0 5 26 4 

鷹番小（つくし学級） 知的障害 5 4 1 3 6 2 21 3 

油面小（わかたけ学級） 肢体不自由 1 1 0 0 1 1 4 1 

五本木小（4組） 自閉症・情緒障害 6 1 1 4 0 0 12 2 

東根小 

（きこえとことばの教室） 

難聴※ 1 1 0 3 0 0 5 1 

言語障害※ 4 13 7 1 2 1 28 2 

※は通級指導学級 

学校名 
受入 

人数 

入 出 
差引 入学者数 

申込者数 辞退等 
国都私立 

進学者 
最終人数 申込者数 辞退等 

国都私立 

進学者 
最終人数 

第一中学校 35 8 3 1 4 13 0 8 5 △ 1 49 
第十中学校 35 16 1 6 9 15 4 6 5 4 96 
東山中学校 35 25 2 11 12 12 5 4 3 9 151 

目黒中央中学校 【注】 72 10 33 29 45 8 13 24 5 156 
大鳥中学校 【注】 24 8 9 7 43 4 13 26 △19 151 
目黒南中 35 11 0 3 8 38 5 24 9 △ 1 126 
目黒西中 35 31 4 14 13 21 2 9 10 3 98 

計 187 28 77 82 187 28 77 82 0 827 
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中学校特別支援学級 学級別・学年別、生徒数、学級数 （令和 6年 5月 1日現在） 

 

小学校 拠点校特別支援教室別学年別利用児童数          （令和6年 5月 1日現在） 

拠点校名 巡回する小学校 
児 童 数 

1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 計 

中目黒小（すずかけ） 下目黒小、田道小 4 8 10 17 17 8 64 

五本木小（ゆりのき） 
鷹番小、上目黒小、

烏森小 
6 8 9 14 11 11 59 

原町小（かしわのき） 碑小、向原小 5 11 10 15 14 12 67 

不動小（ゆずりは） 油面小、月光原小 4 11 12 11 7 7 52 

中根小（さくら） 大岡山小、緑ヶ丘小 8 8 10 3 9 10 48 

宮前小（はなみずき） 八雲小、東根小 4 10 6 3 6 5 34 

東山小（いちょう） 菅刈小、駒場小 4 9 19 17 17 11 77 

※小学校の特別支援教室拠点校では、自閉症、情緒障害、学習障害、注意欠陥多動性障害又はその 

傾向がある児童に対して巡回指導を行っています。 

 

中学校 拠点校特別支援教室別学年別利用生徒数     （令和 6年 5月 1日現在） 

 

 

 

 

 

※中学校の特別支援教室拠点校では、自閉症、情緒障害、学習障害、注意欠陥多動性障 

害又はその傾向がある生徒に対して巡回指導を行っています。 

 

日本語国際学級 

設 置 校 名 児童数 学級数 

東根小学校 22 2 

 

  

設置校名 障害種別 
生 徒 数 

学級数 
1 年 2 年 3 年 計 

第八中（E組） 知的障害 5 8 5 18 3 

大鳥中（6組） 知的障害 5 10 7 22 3 

大鳥中（7組わかたけ） 肢体不自由 1 0 0 1 1 

目黒中央中（しいの木学級） 自閉症・情緒障害 4 8 5 17 3 

拠点校名 巡回する中学校 
生 徒 数 

1 年 2 年 3 年 計 

第七中（つばさ） 

第一中、第八中、第九中、 

第十中、第十一中、東山中、

目黒中央中、大鳥中 

28 30 23 81 
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２ 障害のある児童・生徒の就学 

(1) 障害のある児童・生徒の就学・転学相談 

 障害のある児童・生徒の就学・転学については、その障害の種別と程度に応じ、学校教育法の定めによ

る学校や学級に就学することができます。東京都では特別支援学校（視覚障害・聴覚障害・肢体不自由・

知的障害・病弱）を、区では小・中学校に知的障害学級、肢体不自由学級、自閉症・情緒障害学級、特別

支援教室を設置し、さらに、小学校には、難聴・言語障害通級指導学級を設置し、障害の状態等に応じた

指導・支援を行っています。なお、小学校の自閉症・情緒障害学級（五本木小学校4組）は、令和3年度

に設置しました。これらの学級への就学等については、教育委員会事務局で就学相談等を行い、校長及び

専門医等で構成する就学支援委員会等を開き、保護者と相談のうえ、学校、学級を決めていきます。就学相

談の日程等は、区公式ウェブサイト等で毎年度お知らせしています。 

 

 就・転学等相談結果  

※「通常の学級」は特別支援教室を利用しなかった人数を含む。 
（ ）内の人数は転学等の内数 
「その他」は区外転出、私立学校への入学、就学相談取下げの人数 

 

(2) 特別な支援を必要とする児童・生徒への支援 

ア 定期巡回訪問・要請訪問 

特別支援教育主任専門員（教育）と特別支援教育相談員（心理）が区立小・中学校を訪問し、通常の

学級に在籍し、障害があるなど特別な支援を必要とする児童・生徒の実態を把握し、個に応じた学習方

法や生活習慣が身に付くように学校に対して指導・助言を行っています。 

定期巡回訪問は、前期・後期に各1回、区立小・中学校を巡回し、要請訪問は、学校・園からの要請

に基づいて必要に応じて訪問しています。平成 23 年度からは区立幼稚園、こども園へも訪問を実施し

ています。 

定期巡回訪問    要請訪問        

校 種 校・園数 対象人数   校 種 校・園数 対象人数 

幼稚園・こども園 6 14  幼稚園・こども園 0 0 

小学校 44 1,696  小学校 114 356 

中学校 18  419   中学校 18 55 

計 68  2,129  計 132 411 

 

イ 特別支援教育に関する相談 

障害があるなど特別な支援を必要とする児童・生徒の教育上の課題等について、特別支援教育主任専

門員（教育）、特別支援教育相談員（心理）が来庁・電話相談に応じています。 

 

ウ 特別支援教育支援員の配置 

小・中学校 31 校（全校）で生活面及び学習面での指導に特別な配慮を要する児童・生徒 1,093

名に対し、342 名の特別支援教育支援員を114,455 時間配置し、支援の充実を図りました。特別支援

教育支援員の支援方法等の向上を図るため、講義動画による研修と集合による研修を各１回ずつ実施

しました。  

 
通常の 

学級 

特別支援学級・ 

特別支援教室 
特別支援学校 

就学猶予

免除 
その他 計 

小学校 
37 

(3) 

212 

(126) 

20 

(2) 
0 

13 

(3) 

282 

(134) 

中学校 
3 

(0) 

53 

(22) 

4 

(2) 
0 

5 

(4) 

65 

(28) 

合 計 
40 

(3) 

265 

(148) 

24 

(4) 
0 

18 

(7) 

347 

(162) 
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(3) 小学校就学前の幼児に関する相談 
 

ア 就学相談員による就学前施設の訪問 

就学相談員が、すくすくのびのび園を訪問して、小学校への就学を予定している特別な支援が必要な

幼児と保護者に対する巡回相談を行いました（52名に対して、27回訪問）。 

イ 小学校就学前ガイダンスの実施 

区立幼稚園・こども園、私立幼稚園、区立保育園、私立保育園、認証保育所の教職員・保護者を対象

とした、小学校就学前ガイダンスを行いました（53園の幼児92名に関して、延べ72回訪問）。 

 

３ 幼稚園・こども園 

 

 区立幼稚園は1園で2年保育を、区立こども園は2園で 3年保育を行っています。入園は目黒区民であ

ることを要件とし、11月頃に申し込みを受け付けます。募集の詳細については、「めぐろ区報」やウェブ

サイト、ポスター等でお知らせします。 

 なお、みどりがおか幼稚園は平成25年 4月に、げっこうはら幼稚園は平成26年 4月に、認定こども園

に移行しました。 

 

 

 

 

 

 

 

４ 就学援助費・奨励費等給付状況 

 

(1) 就学援助費 

就学援助費は、経済的な理由により就学することが困難な学齢児童・生徒について、就学に必要な援助

を行うことを目的とする制度です。この制度の対象は、生活保護法適用世帯及び児童福祉法適用世帯(要

保護世帯)と、世帯の所得が生活保護法に定める生活費の需要額に対して 1.2 倍以下の世帯(準要保護世

帯)で、保護者が教育委員会に申請し、該当世帯として認定されると、学用品費等の給付を受けることが

できます。 

  園児数 教員数 

平成 27 247  16  

   28 245  15  

     29 243  15  

     30 244  17  

令和 元 239  17  

   2 207  17  

      3 192  17  

      4 189  18  

      5 174  17  

      6 163  17  

幼稚園名 4歳児 5歳児 計 クラス数
ひがしやま 18 15 33 2

こども園名 区分 3歳児 4歳児 5歳児 計
短時間 15 13 14 42
中時間 1 3 2 6
長時間 3 4 5 12

計 19 20 21 60
短時間 15 15 17 47
中時間 2 3 5 10
長時間 3 5 5 13

計 20 23 27 70
39 43 48 130

※クラス数は、3歳・4歳・5歳とも各1クラス、合計6クラス

げっこうはら

みどりがおか

合　　　計

園別・歳児別園児数              （令和6年 5月 1日現在） 

 
園児数・教員数 

（各年度5月1日現在） 
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(3) 小学校就学前の幼児に関する相談 
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に移行しました。 

 

 

 

 

 

 

 

４ 就学援助費・奨励費等給付状況 
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就学援助費は、経済的な理由により就学することが困難な学齢児童・生徒について、就学に必要な援助

を行うことを目的とする制度です。この制度の対象は、生活保護法適用世帯及び児童福祉法適用世帯(要

保護世帯)と、世帯の所得が生活保護法に定める生活費の需要額に対して 1.2 倍以下の世帯(準要保護世

帯)で、保護者が教育委員会に申請し、該当世帯として認定されると、学用品費等の給付を受けることが

できます。 

  園児数 教員数 

平成 27 247  16  

   28 245  15  

     29 243  15  

     30 244  17  

令和 元 239  17  

   2 207  17  

      3 192  17  

      4 189  18  

      5 174  17  

      6 163  17  

幼稚園名 4歳児 5歳児 計 クラス数
ひがしやま 18 15 33 2

こども園名 区分 3歳児 4歳児 5歳児 計
短時間 15 13 14 42
中時間 1 3 2 6
長時間 3 4 5 12

計 19 20 21 60
短時間 15 15 17 47
中時間 2 3 5 10
長時間 3 5 5 13

計 20 23 27 70
39 43 48 130

※クラス数は、3歳・4歳・5歳とも各1クラス、合計6クラス

げっこうはら

みどりがおか

合　　　計

園別・歳児別園児数              （令和6年 5月 1日現在） 
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（各年度5月1日現在） 
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給付人数1人当たりの給付額 

   費 目 

 

内 訳 

学校 
給食費 

学用品 
費 

通学 
用品費 

入学 

支度金費 
校外 
行事費 

修学 
旅行費 

医療 
費 

校外 
宿泊費 

卒業記念 

ｱﾙﾊﾞﾑ費 
体育実技 

用具費 
部活動
費 

準 準 準 準 準 生・準 生・準 生･児･準 生･児･準 準 生･児･準 

小 

学 

校 

受給者数

(人) 
14 524 444 86 524 91 0 175 86 

  
給付額 

(円) 
19,357 16,290 3,133 57,058 1,662 1,352 0 7,229 17,663 

合計額 

(千円) 
271 8,536 1,391 4,907 871 123 0 1,265 1,519 

中 

学 

校 

受給者数

(人) 
0 289 198 101 289 95 0 99 98 18 232 

給付額 

(円) 
0 31,913 3,899 66,000 3,038 78,263 0 20,242 10,408 4,889 1,228 

合計額 

(千円) 
0 9,223 772 6,666 878 7,435 0 2,004 1,020 88 285 

※表中「生」は生活保護法適用世帯、「児」は児童福祉法適用世帯、「準」は準要保護世帯 

※校外宿泊費は「自然宿泊体験教室」、「部活動合宿」、「独自宿泊事業」、「特別支援学級校外宿泊」 

 

 

 受給者受給者数、受給率、給付総額、1人当たりの標準受給額 

※令和2年度までは決算ベース、令和3年度以降は受給者の入学年度ベースで算出 

※区立小・中学校は令和5年 10月から学校給食費の保護者負担ゼロの取組を実施。 

 

(2) 就学奨励費 

 就学奨励費は、特別支援教育の普及奨励を図ることを目的とする制度です。この就学奨励事業の対象は、

特別支援学級等児童・生徒の中で、世帯の所得が生活保護法に定める生活費の需要額の2.5倍未満の世帯

です(通学費等は所得制限なし)。保護者が教育委員会に申請し、認定されると、通学費や学用品費等の給

付を受けることができます。 

  

     区分 
年度 

受給者数（受給率） 
給付総額（千円） 1 人当たりの標準受給額 

( )内は令和2年度を100とした指数 要保護（％） 準要保護

（％） 

2 
小学校 6 (0.06) 499  (4.99) 55,979 110,850 (100) 

中学校 20 (0.73) 309  (11.22) 38,373 116,635 (100) 

3 
小学校 7 (0.07) 538  (5.25) 44,396 81,461  (78) 

中学校 18 (0.65) 328  (11.76) 47,187 136,379 (117) 

4 
小学校 7 (0.07) 517  (5.04) 43,697 83,391  (75) 

中学校 9 (0.32) 313  (11.02) 46,848 145,491 (125) 

5 
小学校 9 (0.09) 530  (5.21) 30,977 57,471  (52) 

中学校 11 (0.39) 291  (10.28) 35,901 118,877 (102) 

6 
小学校 9 (0.09) 524  (5.16) 18,883 35,428  (32) 

中学校 14 (0.49) 289  (10.10) 28,371    93,634  (80) 
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給付状況 

     費 目 

内 訳 

学用品費
等 

修学 
旅行費 

学校 
給食費 

通学費等 
校外行事 
・宿泊費 

職場体験
交通費 

体育実技 
用具費 

給付額 

総額（千円） 

小学校 

受給者数

(人) 
18 0 0 35 18   

954 
給付額 

(千円) 
422 0 0 485 47   

中学校 

受給者数

(人) 
12 2 0 21 12 2 0 

1,738 
給付額 

(千円) 
553 130 0 974 79 2 0 

※学用品費等には通学用品費及び新入学児童・生徒学用品費が、通学費等には通級交通費が含まれます。 

５ 学校運営費の執行 

 

 区立小・中学校の運営上必要とされる経費の大部分は、学校の児童・生徒数や学級数に応じて各学校に

配付され、学校で直接、教材・教具の購入、修繕、印刷等の経費として執行されます。このほかに、全校

に関わるもので一括処理した方がよいものや、年次計画を立てて計画的に整備するものについては、教育

委員会事務局で執行しています。内容としては、児童・生徒の机、椅子等の教室の校具や光熱水費、電話

料金等です。 

 

６ 学校評価 

 

子ども・保護者・地域から信頼される学校を目指し、平成15年度から「保護者による学校評価」、平成

16年度から「児童・生徒による学校評価」及び「地域の方による学校評価」、平成18年度からは、「教職

員による学校評価」を実施しています。これらの保護者、児童・生徒、地域の方及び教職員による学校評

価を「四者による学校評価アンケート」とし、自己評価のための資料に位置付け、学校評価の充実を図っ

ています。また、平成 20 年度からは、各学校において「学校評価委員会」を設置し、学校の自己評価の

妥当性や客観性を高めるとともに、次年度の教育課程の編成に生かしています。 

令和 5年度から各学校・園が結果を即座に集計・分析し、改善に向けた検討を進めることができるよう、

全校・園でオンラインによるアンケートを実施しました。令和6年度は、回答者の負担軽減を図るため学

校評価アンケートの設問内容や文言について、学識経験者（大学教授）を招聘し指導・助言を受けるとと

もに、教育委員会における「学校・園評価検討委員会」で検討を重ね、見直しました。 

 

７ 学校運営協議会 

 

 区では、平成20年度から平成23年度まで鷹番小学校、田道小学校を学校運営協議会のモデル実施校と

して2期 4年間指定しました。 

両校の活動内容について、平成 24 年度にそれまで学校運営協議会に関わった構成員、学校長、教育委

員会事務局による評価に加えて外部の有識者による第三者評価を行い、学校運営協議会の成果と課題を検

証し、その結果を報告会や区のウェブサイトで公表を行いました。 

令和 4年度から常設のめぐろ学校教育プラン推進委員会の小委員会として、小・中学校の校長及び幼稚

園・こども園の園長を構成員に含めた検討会を設置し、学校運営協議会の設置に向けた検討を開始しまし

た。令和5年度は運営体制の骨格など学校運営協議会の基本的方向性や、先行実施校から順次設置するな

どのスケジュールを決定し、令和6年度は令和7年度から設置する先行実施校について、候補となる学校

と協議を行った結果を踏まえて検討会で検討を行い、原町小学校、不動小学校及び第一中学校を先行実施

校として選定しました。 
                                    （事業開始：平成20年度） 
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給付状況 

     費 目 

内 訳 

学用品費
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修学 
旅行費 

学校 
給食費 

通学費等 
校外行事 
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職場体験
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体育実技 
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給付額 
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(人) 
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給付額 
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給付額 

(千円) 
553 130 0 974 79 2 0 
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５ 学校運営費の執行 

 

 区立小・中学校の運営上必要とされる経費の大部分は、学校の児童・生徒数や学級数に応じて各学校に

配付され、学校で直接、教材・教具の購入、修繕、印刷等の経費として執行されます。このほかに、全校

に関わるもので一括処理した方がよいものや、年次計画を立てて計画的に整備するものについては、教育

委員会事務局で執行しています。内容としては、児童・生徒の机、椅子等の教室の校具や光熱水費、電話

料金等です。 
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16年度から「児童・生徒による学校評価」及び「地域の方による学校評価」、平成18年度からは、「教職

員による学校評価」を実施しています。これらの保護者、児童・生徒、地域の方及び教職員による学校評

価を「四者による学校評価アンケート」とし、自己評価のための資料に位置付け、学校評価の充実を図っ

ています。また、平成 20 年度からは、各学校において「学校評価委員会」を設置し、学校の自己評価の

妥当性や客観性を高めるとともに、次年度の教育課程の編成に生かしています。 

令和 5年度から各学校・園が結果を即座に集計・分析し、改善に向けた検討を進めることができるよう、

全校・園でオンラインによるアンケートを実施しました。令和6年度は、回答者の負担軽減を図るため学

校評価アンケートの設問内容や文言について、学識経験者（大学教授）を招聘し指導・助言を受けるとと

もに、教育委員会における「学校・園評価検討委員会」で検討を重ね、見直しました。 

 

７ 学校運営協議会 

 

 区では、平成20年度から平成23年度まで鷹番小学校、田道小学校を学校運営協議会のモデル実施校と

して2期 4年間指定しました。 

両校の活動内容について、平成 24 年度にそれまで学校運営協議会に関わった構成員、学校長、教育委

員会事務局による評価に加えて外部の有識者による第三者評価を行い、学校運営協議会の成果と課題を検

証し、その結果を報告会や区のウェブサイトで公表を行いました。 

令和 4年度から常設のめぐろ学校教育プラン推進委員会の小委員会として、小・中学校の校長及び幼稚

園・こども園の園長を構成員に含めた検討会を設置し、学校運営協議会の設置に向けた検討を開始しまし

た。令和5年度は運営体制の骨格など学校運営協議会の基本的方向性や、先行実施校から順次設置するな

どのスケジュールを決定し、令和6年度は令和7年度から設置する先行実施校について、候補となる学校

と協議を行った結果を踏まえて検討会で検討を行い、原町小学校、不動小学校及び第一中学校を先行実施

校として選定しました。 
                                    （事業開始：平成20年度） 

 35 

８ 学校評議員 

 

地域に開かれた学校づくりを推進し、学校及び校長への支援体制をつくるため、平成 13 年度から学校

評議員制度が設けられました。学校評議員は、校長の求めに応じ、学校の教育目標、学校運営や教育活動

に関すること、地域との連携の進め方などについて意見を述べ、校長はその意見を参考に学校運営を行い、

地域に根差した創意工夫ある学校づくりを進めています。 

また、学校評議員は、学校評価における学校の自己評価の妥当性・客観性を高めるため、「目黒区小・

中学校学校評価委員会」の構成員として、意見を述べる等の役割を担っています。 
 平成 14 年度には全ての小・中学校、幼稚園に学校評議員が置かれ、令和 6年度は、小学校 106 名、中

学校42名、幼稚園・こども園15名の学校評議員が教育委員会から委嘱されました。 

 

９ 不審者情報などの発信 

 
学校生活や通学途中等における子どもの安全を守る一つの手段として、保護者連絡システムを活用して、

不審者情報などの防犯情報や熱中症警戒アラートのお知らせなどを、区立小・中学校、幼稚園・こども園

の保護者等に配信しました。 
 

 配信状況                             （単位：件） 

 不審者情報 お知らせ その他事件・事故 計 

教育委員会からの配信 11 176 0 187 

 

１０ ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の設置 

 
学校では児童・生徒の活動のほか、学校開放で多くの区民がスポーツ活動などを行っています。こうし

た活動中、心停止（心室細動）などの緊急事態発生に対応するため、平成 20 年度に全区立小・中学校等

へＡＥＤを設置しました。ＡＥＤが有効に活用されるよう、教職員及び中学生を対象に普通救命講習会を

実施しています。 
設置施設：小学校（22校）、中学校（7校）、ひがしやま幼稚園、めぐろ学校サポートセンター、 

興津自然学園、八ヶ岳林間学園 
全てのＡＥＤに小児用電極パッド又は小児用キー、救急キット、蘇生用マウスピース、毛布を付属して

います。 
                                    （事業開始：平成20年度） 

 

 


